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おいらせ町民プール券売機購入仕様書 
 

１．購入目的 

  本件は、おいらせ町民プールで使用料徴収を行うことができるよう券売機を購入する

ものである。 

 

２．契約件名 

  物品第 72 号  おいらせ町民プール券売機購入 

 

３．納入期限 

  契約締結取り交わしの日から令和 5年 5月31日まで 

 

４．納入場所 

  おいらせ町 山崎 地内 

（おいらせ町民プール 〒039-2153 おいらせ町山崎2564番地） 

 

５．購入物品 

（１）品  名 券売機 

参考機種：NEC マグナスコミュニケーションズ（株）BT－L350 型同等品以上 

   参考機種以外（同等以上のものに限る）で入札する場合は、質疑応答書を提出し、

承認を得ること 

 

（２）台  数 １台 

 

（３）機器仕様 

  ア 形 寸 法 幅 600㎜×奥行き 250㎜×高さ 1,600㎜（突起物は除く） 

イ 重  量 約 80㎏ 

ウ 定格消費電力 23/23Ｗ（50/60Hz） 

エ 使用金種 紙幣：２千円札、千円札 

 硬貨：500 円硬貨、100 円硬貨、50 円硬貨、10 円硬貨 

 収納枚数：2 千円札：約 400 枚、千円札：400 枚 

      500 円硬貨：約 350 枚、100 円硬貨：約 1,000 枚 

      50 円硬貨：約 650 枚 10 円硬貨：約 1,000 枚 

オ 集計様式 メニュー/グループ/売れ筋形式から集計印字形式を指定 

カ 券寸法幅 57.5㎜/長さ 55㎜～200㎜ 

キ 発券仕様 ロール紙を２巻以上装填可能なこと。自動切替できること。 

 

（４）特記事項 

１．自動でロール紙を替える機能を標準搭載しており、紙切れの不安を解消できるこ

と。 



２．令和６年発行予定の新紙幣に対応できるよう、新紙幣対応ユニットに交換できる

こと。 

 

６．提出書類 

（１）納品着手届 

（２）納品仕様書 

（３）納品完了届 

（４）納入写真（デジタルカメラ可） 

（５）請求書 

 

７．発券ボタンイメージ（参考機種想定） 

  利用者の利便性を考慮し、発券ボタン 64 個中（縦 8 個×横 8 個）を 16 個を以下の   

イメージ図のとおり、4個ボタン（縦 2個×横 2個）を組み合わせて 1個ボタンへ変更

し、4個ボタンとする。 

 

イメージ図 

一般 
200円 

高校生 
100円 

中学生以下 
無 料 

保護者同伴者用1名まで 

（小学2年生以下用） 

無 料 

        

        

        

        

        

        

 

 

８．その他 

（１）特記事項においては、総ての条件を満たしている事とする。 

（２）搬入設置及び機器のカスタマイズに関して事前に監督員と協議すること。 

（３）設置後、仕様開始前に施設管理従事者に対して取扱説明会を行うこと。 

（４）この仕様書に定めのない事項及び疑義については、監督員と協議し解決すること｡ 

 

９．一般事項 

（１）製品の安全性及び品質保証については、社会通念上認められている機関等による適

合基準等を満たした製品とすること。 

（２）接続・固定費及び設置・搬入搬出費（既存物品運搬処分含む）が必要となる物品に

ついては、それらに要する雑消耗品、作業費、運搬料等は一切の費用を契約金額に含

むものとすること。 

 

使用しないボタン 



（３）納品については、納入時期・納入場所などをあらかじめ監督員と協議し実施するこ

と。 

（４）納入する物品の選定は、総括表（内訳書）を参考にすること。 

（５）物品を納入するときは、建物及び既存物品を破損することのないよう配慮するとと

もに、万が一破損した場合は、受注者が負担し現状に復旧すること。 

（６）組立などの作業を必要とするものは、出来る限り納品前に完了し、納品時には必要

最小限の作業のみとすること。 

（７）納品に際して、発生した梱包材料などのゴミについては、受注者において処分を行

うこと。 

（８）物品の納品が完了した日から１年間は無償保証期間とし、メーカーまたは受注者の

責任に帰する故障・汚損、不良その他不具合が生じた場合は、速やかに交換に応じる

こと。 

（９）物品を納入後、納入写真（デジタルカメラ可）を撮影し図書として発注者に提出す

ること。 


